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市からのお知らせ

農業振興地域整備計画の総合見直し作業のため
農振除外申請等の受付を一時休止します

現
在
、
平
成
24
年
３
月

末
ま
で
の
完
了
を
目

標
に
、
農
業
振
興
地
域
整

備
計
画
（
以
下
「
整
備
計

画
」
）
の
総
合
見
直
し
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。

　
こ
の
整
備
計
画
は
、
農
業

振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る

法
律
に
基
づ
き
、
お
お
む
ね

今
後
10
年
を
見
通
し
、
地
域

の
概
況
、
農
業
振
興
の
基
本

構
想
な
ど
の
方
向
を
明
ら
か

informationinformation

《問い合わせ先》　農政課�農業振興係　☎２２－３２７４

に
し
、
こ
れ
に
即
し
て
策
定

（
変
更
）
を
す
る
も
の
で

す
。
ま
た
、
整
備
計
画
の
う

ち
、
農
用
地
利
用
計
画
の
部

分
で
は
、
今
後
長
期
（
お
お

む
ね
10
年
以
上
）
に
わ
た
り

農
業
上
の
利
用
を
確
保
す
べ

き
土
地
で
あ
る
農
用
地
区
域

（
農
振
農
用
地
）
な
ど
、
土

地
の
農
業
上
の
用
途
区
分
を

定
め
て
い
ま
す
。

○�

今
回
見
直
し
を
行
う
主
な
事

項
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴�

旧
３
ヶ
町
村
の
合
併
に
伴

い
、「
阿
蘇
農
業
振
興
地

域
整
備
計
画
」
と
「
一
の

宮
農
業
振
興
地
域
整
備
計

画
」、「
波
野
農
業
振
興
地

域
整
備
計
画
」を
統
合
し
、

「
阿
蘇
市
農
業
振
興
地
域

整
備
計
画
」
と
し
て
一
本

化
す
る
こ
と
。

⑵�
整
備
計
画
に
関
す
る
基
礎

調
査
の
結
果
に
よ
り
、
お

お
む
ね
今
後
10
年
を
見
通

し
、
情
勢
の
変
化
に
対
応

し
た
適
切
な
整
備
計
画
に

変
更
す
る
こ
と
。（
農
用

地
区
域
の
設
定
の
変
更
を

含
む
。）�

○�

農
振
除
外
申
請
等
の
受
付
休

止
に
つ
い
て

　
個
別
的
な
農
振
除
外
、
農

振
編
入
、
用
途
変
更
に
係
る

各
申
請
の
受
付
は
、
８
月
１

日
に
締
切
り
ま
す
。
こ
の
農

振
除
外
等
の
手
続
き
は
、
総

合
見
直
し
の
中
で
個
別
的
案

件
と
し
て
処
理
し
ま
す
の

で
、
除
外
等
の
完
了
も
総
合

見
直
し
の
完
了
と
同
じ
時
期

と
な
り
ま
す
。

　
８
月
１
日
の
締
切
り
後
か

ら
総
合
見
直
し
が
完
了
す
る

ま
で
の
間
は
、
個
別
的
な
農

振
除
外
等
の
申
請
の
受
付
を

一
時
休
止
し
ま
す
。

年度 締切期日 申請書の受付予定

平成２３年度
第１期 平成２３年５月２日月 受付終了
第２期 平成２３年８月１日月 受付可

平成２４年度
第１期 平成２４年４月２日月 受付再開（※作業の進捗状況により受付休止

となる場合あり）
第２期 平成２４年１０月１日月 受付可

平成２３～２４年度の農用地利用計画の変更申請（農振除外等申請）に関する締切期日

東日本大震災の救援義援金ご協力ありがとうございます

震
災
発
生
後
の
３
月
14
日
か
ら
、
公
共
施
設
48
ヵ

所
に
義
援
金
箱
を
設
置
し
て
市
民
の
皆
様
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

○�
義
援
金
の
受
付
状
況　

　
５
月
分
の
総
額　
２
６
３
，
９
６
２
円

　

�（
う
ち
各
行
政
区
等
か
ら
阿
蘇
市
社
会
福
祉
協
議
会

を
通
じ
て
受
け
付
け
た
金
額
８
３
，
９
１
１
円
）

　
累
計　
１
３
，
７
１
８
，
９
３
１
円

　
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
義
援
金
は
「
阿
蘇
市
民
一
同
」
か

ら
の
義
援
金
と
し
て
熊
本
善
意
銀
行
に
振
り
込
み
ま
し

た
の
で
、
日
本
赤
十
字
社
を
通
じ
て
被
災
さ
れ
た
方
々

に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
義
援
金
は
引
き
続
き
受
け
付
け
て
い
ま
す
の

で
、
重
ね
て
ご
協
力
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ
先

阿
蘇
市
復
興
支
援
対
策
室�　
☎
２
２
‐
３
５
１
０

総
務
課
秘
書
政
策
室　
　
　

�

☎
２
２
‐
３
１
１
１

（
お
知
ら
せ
端
末
）　
　
　

�

☎
５
５
‐
３
１
１
１

　東日本大震災により被害を受けられ
た方は、所得税の軽減・免除が受けら
れ、税務署で手続を行うことで所得税
が還付となる場合があります。そのほ
か、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃
車となった自動車の自動車重量税の還
付などの特例があります。詳しくは、
阿蘇税務署 ( ☎２２ ‐ ０５５１) にお
問い合わせいただくか、国税庁ホーム
ペ ー ジ (http://www.nta.go.jp/) を
ご覧ください。また、地方税について
も住民税や固定資産税、自動車税など
の特例があります。


